
第50回

定時株主総会

招集ご通知

開催

日時

2026年３月26日（木曜日)

午前10時（受付開始 午前９時30分）

開催

場所

コンファレンススクエア エムプラス「グランド」

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 三菱ビル10階

決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 補欠監査役１名選任の件

株主総会にご出席の株主様へのお土産の

ご用意はございません。

何卒ご理解くださいますようお願い申し

上げます。

株式会社サンセイランディック
証券コード：3277
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(証券コード 3277)

2026年３月10日

（電子提供措置の開始日2026年３月４日）

株 主 各 位
東京都千代田区丸の内二丁目６番１号

株式会社サンセイランディック

代表取締役社長 松 﨑 隆 司

第50回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第50回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに電子提供措置事項を掲載しております。

【当社ウェブサイト】 https://www.sansei-l.co.jp/ir/irlibrary/info04/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

【東証ウェブサイト】（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧

書類/ＰＲ情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日のご出席に代えて、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができま

すので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただきまして、2026年３月25日（水曜日）午

後６時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

【郵送による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着す

るようご返送ください。

【インターネットによる議決権行使の場合】

後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、上記の行使期限まで

に議案に対する賛否をご入力ください。
当社は、株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け「議決権電子行使プラットフォーム」に

参加しております。
敬 具
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記

１．日 時 2026年３月26日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）

２．場 所 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 三菱ビル10階

コンファレンススクエア エムプラス 「グランド」

３．目的事項

報告事項 １．第50期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書

類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第50期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 補欠監査役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項

(1)議決権行使書に議案に対する賛否が表示されていない場合は、賛成の意思表示をされた

ものとして取り扱うことといたします。

(2)代理人により議決権を行使される場合には、議決権を有する株主に委任する場合に限ら

れます。なお、代理人は１名とさせていただきます。

以 上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を、会場受付にご提出くださいま
すようお願い申し上げます。

◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令等及び当社定款第15条第２項の
規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。当該書面は監査報告を作成するに際し、
監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

・連結注記表
・個別注記表

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載さ
せていただきます。
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株主総会にご出席いただける場合

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただく

とともに同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま

すようお願い申し上げます。

※代理人により議決権を行使される場合は、議決権の行使につき

委任を受けた代理人が議決権行使書用紙を持参し、代理権を証明

する書面とともに会場受付にご提出ください。代理人の資格は、

当社の議決権を有する他の株主様１名とさせていただきます。

開催日時 2026年３月26日（木曜日）午前10時

株主総会にご出席いただけない場合

書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただきご

送付ください。議決権行使書による議決権行使の際に、議案に対

して賛否の記載がない場合は、賛成の議決権行使があったものと

してお取り扱いいたします。

行使期限 2026年３月25日（水曜日）午後６時30分必着

インターネットによる議決権行使

次頁のインターネットによる議決権行使のご案内をご高覧のうえ、

画面の案内に従って、賛否を入力してください。

行使期限 2026年３月25日（水曜日）午後６時30分まで

スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。
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■ 議決権行使書と電磁的方法（インターネット）による方法とを重複して議

決権を行使された場合は、電磁的方法（インターネット）による議決権行

使を有効なものといたします。

■ 電磁的方法（インターネット）による方法で重複して議決権を行使された
場合又は議決権行使書による方法で重複して議決権を行使された場合は、
いずれも最後に行使されたものを有効といたします。

ご注意事項

「スマート行使」について

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使

ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、

「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要でアクセスできます。

※上記方法での議決権行使は1回に限ります。

※「スマート行使」による議決権行使後に行使内容を修正される場合は、

お手数ですが議決権行使ウェブサイトにてご修正をいただきますよう

お願い申し上げます。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

（平日午前９時～午後９時）

みずほ信託銀行 証券代行部

0120-768-524

お問い合わせ先

「次へすすむ」をクリック

1.議決権行使ウェブサイトにアクセスする

クリック

お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を

入力したうえで、新パスワードを入力し、「登録」をクリック

3.パスワードの入力

入 力

クリック

お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権

行使コード」を入力し、「次へ」をクリック

2.ログインする

クリック

入 力

アクセス手順について

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使についてのご案内
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インターネットによる
議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権

行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

議決権

行使期限

2026年３月25日（水曜日）
午後６時30分まで

議決権行使

ウェブサイト
https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

当社は、収益力の向上を図り配当原資を確保することにより、継続的かつ安定的な配当の実

施及び経営成績に応じた積極的な利益還元を配当の基本方針としております。

当期の剰余金の処分につきましては、新たな成長に向けた内部留保の充実も勘案し、次のと

おりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭によるものとする。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式１株につき 金29円

配当金の総額 金235,324,096円

(3) 剰余金の配当の効力発生日

2026年３月27日
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第２号議案 補欠監査役１名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名の選任

をお願いするものであります。

なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意のうえ取締役会の決議

によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名

(生 年 月 日)
略歴及び重要な兼職の状況

所有する当

社の株式数

増
ま す だ よ し ひ こ

田 吉彦

(1982年４月27日生、男性)

2005年４月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入
所

－

2008年１月 公認会計士登録
2013年８月 朝日税理士法人入所
2014年２月 税理士登録
2015年７月 増田吉彦公認会計士事務所代表（現任）
2018年５月 ＲＰＡホールディングス㈱(現 オープングループ㈱)

取締役（監査等委員）（現任）
2019年12月 Green Earth Institute㈱監査役（現任）
2020年５月 ＲＰＡテクノロジーズ㈱(現 オープン㈱)、㈱セグメ

ント(現 オープン㈱)、オープンアソシエイツ㈱(現
オープン㈱)、リーグル㈱監査役（現任）

2023年12月 株式会社ビースタイルギグワークス(現 ご近所ワー
ク㈱)監査役（現任）

(注）１．増田吉彦氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．増田吉彦氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．増田吉彦氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と

幅広い識見を活かし、監査体制がさらに強化できると判断したためであります。
４．増田吉彦氏が監査役に就任する際は、当社と同氏は、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づ

き、同法第423条第１項に定める損害賠償責任の限度額について、同法第425条第１項に定める最低
責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。

５．増田吉彦氏が監査役に就任する際は、当社は同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届出を
行う予定であります。

６. 当社は、取締役及び監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者で
ある取締役及び監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受
けることによって生ずることのある損害が補填されます。
なお、増田吉彦氏が監査役に就任する際は、当該保険契約の被保険者となります。

以 上
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事 業 報 告

(2025年１月１日から
2025年12月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

(1） 事業の経過及びその成果

当連結会計年度の経営成績は、売上高23,348百万円（前年同期比8.9％減）となり、営業

利益2,247百万円（前年同期比19.4％増）、経常利益1,852百万円（前年同期比16.8％増）、

親会社株主に帰属する当期純利益1,294百万円（前年同期比23.2％増)となりました。

当連結会計年度の販売実績及び仕入実績は次のとおりであります。

ⅰ 販売実績

区分 件数 前年同期比(％) 売上高(百万円) 前年同期比(％)

底地 298 +2.8 11,642 +13.8

居抜き 66 △16.5 8,700 △33.0

所有権 11 △31.3 2,402 +24.9

その他の不動産販売事業 － － 602 +24.2

合計 375 △2.6 23,348 △8.9
(注）１．「件数」については、売買契約の件数を記載しております。

２．底地・居抜き・所有権の「区分」については、仕入時の区分により記載しております。仕入後に権利調整により底地から
所有権に変わった区画等に関しては、仕入時の区分に基づき底地に含めて記載しております。また、底地・居抜き・所有
権が混在する物件については、底地を含む物件は「底地」に、居抜きと所有権のみが混在する物件は「居抜き」に含めて
記載しております。

３．「その他の不動産販売事業」は、地代家賃収入、仲介手数料による収入、業務受託手数料収入等であります。

販売におきましては、底地及び所有権の販売が増加したものの、居抜きの販売が減少し

たことにより、売上高は前年同期比で減少いたしました。
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ⅱ 仕入実績

区分 区画数 前年同期比(％) 仕入高(百万円) 前年同期比(％)

底地 365 △4.7 7,888 +15.3

居抜き 77 +28.3 13,783 +39.1

所有権 19 +18.8 1,613 △35.3

合計 461 +0.4 23,285 +21.0
(注）１．「区画数」については、底地の場合は借地権者の人数など、物件の仕入時に想定される販売区画の数量を記載しておりま

す。
２．底地・居抜き・所有権が混在する物件の「区分」については、底地を含む物件は「底地」に、居抜きと所有権のみが混在

する物件は「居抜き」に含めて記載しております。

仕入におきましては、所有権の仕入が減少したものの、底地及び居抜きの仕入が増加し

たことにより、仕入高は前年同期比で増加いたしました。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は393百万円であり、その主な内容は、賃

貸不動産取得費用であります。
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(3) 資金調達の状況

金融機関からの借入金の状況は次のとおりであります。
（単位：百万円）

区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

短 期 借 入 金 9,477 18,669 13,116 15,031

長 期 借 入 金 9,027 7,485 6,399 10,113

(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

(5) 事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。
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(8) 対処すべき課題

当社グループを取り巻く事業環境は、不動産市況の変動、金融市場の不確実性、建設コ

ストや人件費の上昇、人口動態の変化など、先行きの見通しが依然として不透明な状況が

続いております。

当社はこれらのリスクを適切に把握・管理しつつ、資本効率の向上と持続的な成長を両

立する経営を推進してまいります。

① 既存事業の競争力強化と収益基盤の安定化

中核事業である底地・居抜き事業については、チャネル開拓の推進に加えて、案件ごと

の収益性・リスクを評価する体制を強化し、投資判断の質向上と投資効率の最大化を図っ

てまいります。

また、権利調整メニューの拡充や業務プロセスの高度化により、再現性の高いビジネス

モデルを確立し、安定的なキャッシュ創出力の向上に取り組みます。

② 派生事業及び地域活性化推進事業の拡大

既存事業との親和性が高い領域への事業展開を通じ、将来的な収益源の多様化を進めて

まいります。

派生事業や地域活性化推進事業においては、事業スケール化に向けた検証と運営体制の

整備を着実に進め、収益化の確度を高めることで、中長期的な企業価値向上に寄与する事

業ポートフォリオの構築を目指します。

③ 財務基盤の強化と資本効率の向上

資本コストを意識した経営を徹底し、営業キャッシュ・フローの確保と外部調達を組み

合わせた最適なキャッシュアロケーションを行ってまいります。

資金調達手段の多様化や、不動産特定共同事業法の活用等の実務的な金融手法の検討を

進めることで、財務の安定性と成長投資の両立を図ります。

また、ガバナンス体制の強化、ＩＲ開示の充実、リスク管理の強化を通じ、機関投資家

から信頼される経営基盤を構築してまいります。

④ ステークホルダーへの適切な還元

中長期的な企業価値向上を基本方針とし、収益力向上を通じて安定的かつ継続的な株主

還元の実施を目指してまいります。

あわせて、社会・社員への還元やサステナビリティの推進にも適切に取り組み、持続可

能な事業運営とステークホルダーとの信頼関係の強化に努めます。
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(9) 財産及び損益の状況の推移

期 別
区 分

第47期
2022年12月期

第48期
2023年12月期

第49期
2024年12月期

第50期
(当連結会計年度)

2025年12月期

売 上 高 (千円) 15,533,287 23,269,002 25,620,399 23,348,884

経 常 利 益 (千円) 1,283,695 1,765,112 1,585,474 1,852,492

親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 1,060,019 1,182,939 1,050,725 1,294,936

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 ( 円 ) 129.61 143.79 127.22 158.93

純 資 産 (千円) 11,056,333 12,076,934 12,758,539 13,551,398

総 資 産 (千円) 28,976,914 30,976,423 33,107,247 40,678,554

１ 株 当 た り 純 資 産 額 ( 円 ) 1,356.38 1,465.49 1,541.81 1,670.00

(注）１株当たり当期純利益は、期中平均株式数に基づき算出しております。

(10)重要な親会社及び子会社の状況

① 重要な親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名
資本金
(千円)

当社の出資割合
(％)

主要な事業内容

㈱サンセイランディックファンディング 3,000 100.0
匿名組合等の企画、組成、
運用等

八幡平観光活性化合同会社 10,000 100.0 宿泊施設の運営

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

(11)主要な事業セグメント（2025年12月31日現在）

当社グループは、底地等の仕入れ及び権利調整を行う「不動産販売事業」を展開してお

ります。
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(12)主要な事業所（2025年12月31日現在）

会 社 名 事 業 所 所 在 地

当 社

本 店
東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
丸の内パークビルディング21階

札 幌 支 店
北海道札幌市中央区北三条西二丁目２番地１
ＮＸ札幌ビル７階

仙 台 支 店
宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番26号
小田急仙台東口ビル８階

名 古 屋 支 店
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目20番17号
ＫＤＸ桜通ビル10階

京 都 支 店
京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８番地
京都三井ビルディング６階

関 西 支 店
大阪府大阪市中央区北浜三丁目５番29号
日本生命淀屋橋ビル12階

福 岡 支 店
福岡県福岡市中央区天神一丁目13番21号
天神商栄ビル５階

㈱サンセイランディックファンディング 本 社
東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
丸の内パークビルディング21階

八幡平観光活性化合同会社 本 社 岩手県八幡平市松尾寄木第１地割618番地19

(注）1.2025年５月31日をもって武蔵野支店を閉鎖いたしました。
2.2026年２月１日をもって福岡支店を九州支店に名称を変更し、福岡市中央区天神二丁目８番35号に移転しております。
3.2025年３月31日をもって八幡平観光活性化合同会社の本社を移転いたしました。
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(13)従業員の状況（2025年12月31日現在）

① 企業集団の従業員数

従業員数 前期末比増減

190名 １名減

(注）従業員数には、臨時雇用者数（派遣社員、パート、アルバイト）を含んでおりません。

② 当社の従業員数

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

190名 １名減 39.4歳 9.9年

(注）従業員数には、臨時雇用者数（派遣社員、パート、アルバイト）を含んでおりません。

(14)主要な借入先（2025年12月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

㈱ み ず ほ 銀 行 1,942,110千円

興 産 信 用 金 庫 1,817,000千円

城 北 信 用 金 庫 1,816,000千円

㈱ あ い ち 銀 行 1,562,000千円

㈱ 三 十 三 銀 行 1,461,000千円

㈱ き ら ぼ し 銀 行 953,100千円

㈱ 神 奈 川 銀 行 953,000千円

㈱ 佐 賀 銀 行 940,000千円

㈱ 名 古 屋 銀 行 913,000千円

㈱ 関 西 み ら い 銀 行 807,500千円

(15)その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項（2025年12月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 24,000,000株

(2) 発行済株式の総数 8,584,900株（自己株式470,276株を含む）

(3) 株 主 数 12,064名

(4) 大 株 主（上位10位）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

松 﨑 隆 司 1,287,300株 15.9％

松 浦 正 二 454,700株 5.6％

㈱日本カストディ銀行（信託口） 390,600株 4.8％

小 澤 順 子 286,150株 3.5％

サ ン セ イ 従 業 員 持 株 会 273,058株 3.4％

菊 池 由 佳 165,800株 2.0％

小 澤 勇 介 165,800株 2.0％

小 澤 謙 伍 164,500株 2.0％

THE HONGKONG AND SHANGHAI
BANKING CORPORATION LIMITED －
HONG KONG PRIVATE BANKING
DIVISION CLIENT A/C 8028-394841

136,400株 1.7％

矢 澤 美 和 93,100株 1.1％

(注）当社は、自己株式470,276株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。また、持株比率は、自己株式を控除
して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

譲渡制限付株式報酬制度に基づいて、下記のとおり株式を交付いたしました。この譲渡制限付株

式は、2075年５月９日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとさ

れております。

区 分 株式数（株） 交付対象者（名）

取締役 17,600 ４

(注）社外取締役及び監査役に対し、株式の交付は行っておりません。

(6) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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３．会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役に関する事項（2025年12月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 松 﨑 隆 司
㈱サンセイランディックファンディング 代表取締役
八幡平観光活性化合同会社 職務執行者

専 務 取 締 役 太 木 眞 営業管掌兼第二営業本部長兼企画本部長

取 締 役 今 福 規 之 第一営業本部長

取 締 役 森 岡 俊 陽 第三営業本部長

取 締 役 三 浦 玄 如 管理本部長

取 締 役 高 橋 廣 司
㈱プロネット 代表取締役社長
イーソル㈱ 社外取締役（監査等委員）

取 締 役 村 崎 直 子
㈱ノブリジア 代表取締役社長
セガサミーホールディングス㈱ 社外取締役（監査等委員）
㈱りらく 社外取締役（監査等委員）

常 勤 監 査 役 永 田 武 司

監 査 役 榎 園 利 浩 東京晴和法律事務所 パートナー

監 査 役 山 岸 崇 裕
税理士法人山岸会計 社員
山岸財産コンサルタンツ合同会社 代表社員

(注）１．取締役高橋廣司及び村崎直子の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役榎園利浩及び山岸崇裕の両氏は、社外監査役であります。
３. 常勤監査役永田武司及び監査役山岸崇裕の両氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４．取締役高橋廣司、村崎直子、監査役榎園利浩及び山岸崇裕の４氏は、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出

ております。
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(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役全

員との間に会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当

該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との

間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員としての業務につき行

った行為又は不作為に起因して、保険期間中に株主又は第三者から損害賠償請求された場

合に、それによって役員が被る損害についての損害賠償金や訴訟費用が補填されることと

なります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、贈収

賄等の犯罪行為や意図的な違法行為等に起因する損害賠償請求は補填の対象としないこと

としております。

当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の取締役、監査役及び管理・監督の立

場にある従業員であり、全ての被保険者について、その保険料を全額会社が負担しており

ます。

(4) 取締役及び監査役の報酬等

①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

当社は、2022年４月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係

る決定方針について、決議しております。当該取締役会の決議に際しましては、独立社外

役員が過半数を占める任意の報酬諮問委員会に諮問し、答申を受けております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。

(a)報酬体系

取締役の報酬体系は、基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の３構成とし

ております。

(b)基本報酬

基本報酬は、果敢な経営に注力できるよう一定額を確保した固定報酬で、社内取

締役と社外取締役に二分しております。社内取締役の報酬は、役職毎に定められた

役職報酬を含めて基本報酬を設定しております。社外取締役の報酬は、独立性の観

点から基本報酬のみで構成されております。
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(c)業績連動報酬等

業績連動報酬等は、事業年度の連結経常利益額に役職が高いほど反映率が高くな

る係数を乗じて算出し、翌年の４月から翌々年の３月までの期間同額を支給してお

ります。常務以下の取締役は、常務以下の固定報酬に一定率を乗じた額を上限とし

て、連結経常利益額に対する担当部門の貢献度合いを代表取締役社長が判断し上乗

せ支給しております。当社が連結経常利益額を業績の判定指標とした理由は、借入

依存度が高く営業外費用も加味することが妥当と判断したためであります。

(d)非金銭報酬等

非金銭報酬等は、自社株保有数の少ない取締役に対し、役職に応じて取締役会で

決定した数の株式を付与しております。

(e)決定方法

独立社外役員が過半数を占める任意の報酬諮問委員会を設置し、基本報酬及び業

績連動報酬等を定めております。また、代表取締役社長が部門業績に応じて、常務

以下の取締役に対して業績連動報酬等を上乗せしております。報酬諮問委員会及び

代表取締役社長が定めた個別支給額を取締役会で最終決議しております。なお、監

査役の報酬額の決定に関しましては、監査役で協議して個別支給額を決定しており

ます。
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②取締役及び監査役の報酬等の額

役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる役員
の員数(人)

基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
(うち社外取締役)

204,131
(14,400)

140,650
(14,400)

45,229
(-)

18,251
(-)

７名
(２)

監 査 役
(うち社外監査役)

26,400
(12,000)

26,400
(12,000)

- -
３名
(２)

合 計
(うち社外役員)

230,531
(26,400)

167,050
(26,400)

45,229
(-)

18,251
(-)

10名
(４)

(注）１．上記支給額には、使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、2021年３月26日開催の第45回定時株主総会において年額300,000千円以内（うち、社外取締役分年

額30,000千円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。）とすることが決議されております。当該株主総会終結時の
対象取締役の員数は９名（うち、社外取締役３名）です。また別枠で2022年３月29日開催の第46回定時株主総会において
譲渡制限付株式の付与のための報酬額として年額50,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな
い。）とすることが決議されております。当該株主総会終結時の対象取締役の員数は６名です。

３．監査役の報酬限度額は、2021年３月26日開催の第45回定時株主総会において年額30,000千円以内とすることが決議されて
おります。当該株主総会終結時の監査役の員数は３名です。

４．業績連動報酬等に係る指標は連結経常利益であり、業績連動報酬等の算出に用いた2023年１月から同年12月までの連結経
常利益の実績は1,765,112千円、2024年１月から同年12月までの連結経常利益の実績は1,585,474千円であります。

５．上記非金銭報酬等の総額は、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額（取締役４名に対し18,251千円）です。
６．非金銭報酬等として譲渡制限付株式を支給しております。当該譲渡制限付株式の内容及びその交付状況は、「２．会社の株

式に関する事項」「(5)当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況」をご参照ください。
７．取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定において、報酬等の内容の決定方針において定められた手

続きを履践していること及び当該決定方針の内容に報酬等の内容が整合していることを確認しており、当該決定方針に沿
うものと判断しております。
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(5) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

地位 氏名 兼職する法人等 兼職の内容

取 締 役 高 橋 廣 司
㈱プロネット

イーソル㈱

代表取締役社長

社外取締役（監査等委員）

取 締 役 村 崎 直 子
㈱ノブリジア
セガサミーホールディングス㈱
㈱りらく

代表取締役社長
社外取締役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）

監 査 役 榎 園 利 浩 東京晴和法律事務所 パートナー

監 査 役 山 岸 崇 裕
税理士法人山岸会計
山岸財産コンサルタンツ合同会社

社員

代表社員
(注）１．当社と㈱プロネット及びイーソル㈱との間には開示すべき重要な取引はありません。

２．当社と㈱ノブリジア、セガサミーホールディングス㈱及び㈱りらくとの間には開示すべき重要な取引はありません。
３．当社と東京晴和法律事務所との間には開示すべき重要な取引はありません。
４．当社と税理士法人山岸会計及び山岸財産コンサルタンツ合同会社との間には開示すべき重要な取引はありません。

② 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員との親族関係

該当事項はありません。
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③ 当事業年度における主な活動状況

地位 氏名
主な活動状況及び社外取締役に期待される
役割に関して行った職務の概要

取 締 役 高 橋 廣 司

当事業年度中に開催された取締役会14回全てに出席し、取締役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保するために経営者及び公認会計士
として豊富な経験や高い知見から適宜質問、指摘等の発言を行って
おります。

取 締 役 村 崎 直 子

当事業年度中に開催された取締役会14回全てに出席し、取締役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保するために行政経験者及び経営者
として豊富な経験や高い知見から適宜質問、指摘等の発言を行って
おります。

監 査 役 榎 園 利 浩

当事業年度中に開催された取締役会14回全てに出席し、監査役会
16回全てに出席いたしました。取締役会において、取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保するために弁護士として法曹界におけ
る豊富な経験や高い知見から適宜質問、指摘等の発言を行っており
ます。また、監査役会において、法令遵守及びコンプライアンス体
制並びに監査結果について必要な発言を行っております。

監 査 役 山 岸 崇 裕

当事業年度中に開催された取締役会14回全てに出席し、監査役会
16回全てに出席いたしました。取締役会において、取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保するために公認会計士及び税理士とし
て豊富な経験や高い知見から適宜質問、指摘等の発言を行っており
ます。また、監査役会において、法令遵守及びコンプライアンス体
制並びに監査結果について必要な発言を行っております。
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５．会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

和泉監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬 23,000千円

② 公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務報酬 -千円

③ 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 23,000千円
(注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、「会社法」に基づく監査と「金融商品取引法」に基づく監査の監査報酬の額

を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当社が支払うべき報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
２．監査役会は、会計監査人による当事業年度監査計画の内容、監査時間及び報酬見積り等の妥当性を検討した結果、これら

について適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について、同意しております。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が監査業務に重大な支障をきたし、職務を適切に遂行すること

が困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監

査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場

合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査

人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、会計監査人との間に会社法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の

業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりでありま

す。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス基本方針を定める。

コンプライアンスマニュアルを定め、全グループ会社の役職員に配布して周知徹底を

図る。

グループ全体のコンプライアンス体制を統括する組織としてコンプライアンス委員会

を設置する。

コンプライアンス上問題がある事態を認知した場合は、直ちにコンプライアンス委員

会に報告するものとする。コンプライアンス委員会は、問題の性質に応じて適宜担当部

署に問題の調査・対応を委嘱するとともに、重要と判断した事例については社長に報告

する。また、全社的な見地から対応を要する問題については、速やかにコンプライアン

ス委員会は調査委員会を組織するなどして真相究明を行うとともに再発防止策を含む対

応についての提言を行う。またコンプライアンス相談窓口を設置し、運営上の方針及び

手続きと内部通報者の保護の方法について内部通報者保護規程において定める。

社長室は、職務分掌規程に定める業務区分に基づき内部監査を行い、内部監査結果及

び改善状況について社長に報告する。

② 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制

取締役は、法令及び取締役会規程に基づき職務の執行の状況を取締役会に報告する。

報告された内容については取締役会議事録に記載又は記録し、法令に基づき保存するも

のとする。

取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する基本規程として、情報セキ

ュリティ管理規程及び重要情報管理規程を定める。

重要情報に関しては、重要情報管理規程に基づき管理を行うとともにパスワードを付

してアクセスを制限する。
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

内部統制規程に基づき、取締役会の決議によって内部統制プロジェクトを設置する。

内部統制プロジェクトは、損失の危険の管理に関する事項を含む全グループ会社にお

ける全社的な内部統制の整備及び運用状況の評価を行い、評価結果及び改善状況を取締

役会に報告する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会規程に基づき定時取締役会を原則毎月１回開催し、必要ある場合には適宜臨

時取締役会を開催することとする。また、会議規程に基づき経営会議を原則毎月開催す

ることとし、経営情報の共有と業務運営の効率化を図る。

取締役を含む会社の業務執行全般の効率的な運営を目的として組織規程・職務分掌規

程・職務権限規程を定め、実態に応じて適宜改正を行う。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

関係会社の業務の円滑化と管理の適正化を目的として関係会社管理規程を定める。ま

た、関係会社の取締役等は、関係会社の業務及び取締役等の職務の執行状況を定期的に

当社の取締役会に報告する。

コンプライアンス基本方針は全グループ会社に適用し、全グループ会社の法令遵守に

関する体制はコンプライアンス委員会が統括する。

関係会社の業務執行全般の効率的な運営を目的として組織規程・職務分掌規程・職務

権限規程を定め、実態に応じて適宜改正を行う。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人（以下「監査役補助者」という。）を置くこと

を求めた場合においては、法令及び内部統制規程に基づき監査役又は監査役会は当該使

用人に関する事項を定めるとともに当該使用人の取締役からの独立性を確保する体制を

整備するものとする。

監査役補助者の選任及び異動については、あらかじめ監査役の承認を得なければなら

ない。

監査役補助者の職務は監査役の補助専任とし、他の一切の職務の兼任を認めないこと

とする。
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⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体

制

当社の取締役及び使用人等並びに関係会社の取締役及び使用人等が当社の監査役に報

告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制については、監査役又は監査

役会が法令及び内部統制規程に基づき整備するものとする。

監査役は、取締役会規程に基づき取締役会に出席することを要する。

監査役は、監査役監査基準に基づき、平素より当社の取締役及び使用人等並びに関係

会社の取締役及び使用人等との意思疎通を図り、情報の収集に努め、業務の実態を把握

するものとする。

監査役に報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ

ととする。

⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針

監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執

行について生ずる費用又は債務の処理等所要の費用の請求を受けたときは、監査役の職

務の執行に明らかに必要ないと認められる場合を除き、その費用を負担する。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役監査の実効性を確保する体制については、監査役又は監査役会が法令及び内部

統制規程に基づき整備するものとする。

監査役は、監査役監査基準に基づき、内部監査部門と緊密な連携を保ち内部監査の結

果を活用するよう努めるほか、監査上の必要性に従い内部監査部門に報告を求め、また

特定事項の調査を依頼することができるものとする。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

コンプライアンス基本方針及びコンプライアンスマニュアルにおいて、反社会的勢力

との一切の関係の遮断、不当要求の排除、取引の全面的禁止、影響力の利用の禁止につ

いて定める。

不動産取引に際しては取引先のスクリーニング(反社会性チェック)を行い、疑わしい

場合においては取引を行わないものとする。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

① 内部統制システム全般

内部統制規程に基づき、取締役会の決議によって内部統制プロジェクトを設置してお

ります。内部統制プロジェクトは、損失の危険の管理に関する事項を含む全グループ会

社における全社的な内部統制の整備及び運用状況の評価を行い、評価結果及び改善状況

を定期的に取締役会へ報告しております。

② コンプライアンス

法令遵守体制の点検・強化を推進するため、「コンプライアンス基本方針」及び「コ

ンプライアンスマニュアル」に基づき、コンプライアンス委員会を設置しております。

また、コンプライアンス違反行為の発生を防止するとともに、万が一これらの行為が発

生した場合において当該事実を速やかに把握し、適切に対処することを目的として、コ

ンプライアンス相談窓口を社内・社外に設置し、取り組みを強化しております。

③ リスク管理体制

「危機管理マニュアル」に従って、リスクの識別・分析を行い、適切な対応を行って

おります。

④ 子会社経営管理

子会社の経営管理につきましては、当社経営企画部にて、経営管理体制の整備、統括

を実施しており、「関係会社管理規程」及び「子会社共通職務権限表」を定め、子会社

から事前の承認及び報告を受ける体制を整えております。また、子会社からの財務状況

及びその他の状況につきましては、月次で当社の取締役会へ報告しております。

⑤ 取締役の職務執行

当社は、「取締役会規程」に基づき、原則月１回の取締役会を開催し、法令又は定款

に定められた事項及び経営上重要な事項の決議を行うとともに、取締役の職務執行の監

督を行っております。また、社外取締役を選任し、取締役会による当社取締役の職務執

行の監督機能を強化しております。

なお、当事業年度につきましては、取締役会を14回開催しております。
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⑥ 監査役

監査役は、取締役会への出席及び常勤監査役による重要な会議への出席並びに取締

役、使用人からのヒアリングを通じて、当社の内部統制の整備、運用状況について確認

を行うとともに、より健全な経営体制の構築と効率的な運用を行うための助言を行って

おります。

また、監査役は会計監査人、経営企画部など内部統制に係る組織と適宜情報交換を行

い、連携を保ちながら監査の実効性を確保しております。

⑦ 内部監査の実施

当事業年度における当社グループの主な取り組みとしては、内部監査基本計画に基づ

き、当社及び子会社の内部監査を実施しております。

⑧ 従業員教育の実施状況

当社は従業員による法令等の遵守を徹底するため、「コンプライアンス基本方針」及

び「コンプライアンスマニュアル」を策定し、毎年、全ての従業員に対して教育研修を

定期的に実施しております。

⑨ 反社会的勢力排除に対する取り組み

当社では、反社会的勢力との関わりを未然に防ぐべく、不動産取引に際しては必ず社

内で取引先のスクリーニングチェックを行い、必要に応じて外部調査機関による取引先

のスクリーニングチェックを行っており、疑わしい場合においては取引を行わないもの

としております。また、不動産売買契約書等にいわゆる「暴排条項」の記載を徹底して

おります。

７．会社の支配に関する基本方針

当社は現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めてお

りません。

一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものに

ついては適切な対応が必要と考えており、今後の法制度の整備や社会的な動向も見極めつ

つ、慎重に検討を行ってまいります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
(注）本事業報告の記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2025年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 37,831,747 流 動 負 債 22,816,540

現 金 及 び 預 金 4,716,888 買 掛 金 256,241

売 掛 金 43,097 短 期 借 入 金 15,031,210

販 売 用 不 動 産 32,346,817 １年内返済予定の長期借入金 6,111,764

貯 蔵 品 5,673 未 払 法 人 税 等 372,413

そ の 他 722,574 契 約 負 債 398,755

貸 倒 引 当 金 △3,303 損 害 補 償 損 失 引 当 金 42,666

固 定 資 産 2,846,807 そ の 他 603,490

有形固定資産 1,751,332 固 定 負 債 4,310,615

建 物 224,607 長 期 借 入 金 4,001,732
土 地 4,635 資 産 除 去 債 務 6,817
賃 貸 不 動 産 1,384,345 そ の 他 302,066
そ の 他 137,744 負 債 合 計 27,127,156

無形固定資産 59,636 純 資 産 の 部

投資その他の資産 1,035,838 株 主 資 本 13,548,677

投 資 有 価 証 券 106,951 資 本 金 860,878

繰 延 税 金 資 産 168,472 資 本 剰 余 金 841,065

そ の 他 761,536 利 益 剰 余 金 12,260,605

貸 倒 引 当 金 △1,121 自 己 株 式 △413,871

その他の包括利益累計額 2,720
その他有価証券評価差額金 2,720

純 資 産 合 計 13,551,398
資 産 合 計 40,678,554 負債純資産合計 40,678,554
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連 結 損 益 計 算 書
(2025年１月１日から2025年12月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 23,348,884

売 上 原 価 16,354,761

売 上 総 利 益 6,994,122

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,746,310

営 業 利 益 2,247,812

営 業 外 収 益

受 取 利 息 7,459

受 取 配 当 金 81

業 務 受 託 料 24,673

助 成 金 収 入 696

受 取 補 償 金 2,199

そ の 他 6,527 41,637

営 業 外 費 用

支 払 利 息 358,998

支 払 手 数 料 58,376

そ の 他 19,582 436,957

経 常 利 益 1,852,492

特 別 利 益

補 助 金 収 入 131,113 131,113

特 別 損 失

固 定 資 産 圧 縮 損 131,113 131,113

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,852,492

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 609,956

法 人 税 等 調 整 額 △52,400 557,556

当 期 純 利 益 1,294,936

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,294,936
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連結株主資本等変動計算書
(2025年１月１日から2025年12月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本 その他の包括利益累計額

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当 期 首 残 高 860,878 834,419 11,310,205 △244,882 12,760,620 △2,081 △2,081

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △344,536 △344,536

親会社株主に帰属

す る 当 期 純 利 益
1,294,936 1,294,936

自 己 株 式 の 取 得 △200,000 △200,000

自 己 株 式 の 処 分 6,646 31,011 37,657

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)
4,801 4,801

当期変動額合計 － 6,646 950,399 △168,989 788,057 4,801 4,801

当 期 末 残 高 860,878 841,065 12,260,605 △413,871 13,548,677 2,720 2,720

純資産合計

当 期 首 残 高 12,758,539

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △344,536

親会社株主に帰属
1,294,936

す る 当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 取 得 △200,000

自 己 株 式 の 処 分 37,657

株主資本以外の項目の
4,801

当期変動額(純額)

当期変動額合計 792,858

当 期 末 残 高 13,551,398
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連 結 注 記 表

【連結計算書類作成のための基本となる重要な事項】

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

全ての子会社を連結しております。

連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称 ㈱サンセイランディックファンディング

八幡平観光活性化合同会社

(2) 持分法の適用に関する事項

持分法を適用した関連会社数 ―

持分法を適用しない関連会社 ―

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

２．会計方針に関する事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法を採用しております。なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産

販売用不動産

個別法に基づく原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっ

ております。
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(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設

備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ４～22年

賃貸不動産 ４～47年

その他 ２～35年

② 無形固定資産

自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

② 損害補償損失引当金

将来の損害補償損失に備えるため、損失の発生が予測され、かつ、その金額を合理的に

見積もることができるものについて、当該損失見込額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

当社は、確定拠出年金制度を導入しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の

内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとお

りであります。
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① 不動産販売(底地・居抜き・所有権)

不動産販売においては、主に一つの不動産に複数の権利者がいる物件を所有者から買取

り、権利関係を調整することにより不動産の価値を高めたうえでの販売を行っており、

顧客との売買契約に基づき物件の引渡しを行う義務を負っております。

当該履行義務は、物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該物件の引渡

しを行った時点で収益を認識しております。

② その他事業

ⅰ 売買仲介及び賃貸仲介

売買仲介及び賃貸仲介においては、顧客との契約に基づき不動産の売買及び賃貸を媒

介する義務を負っております。

売買仲介においては、履行義務は顧客との媒介契約により成立した売買契約に関する

物件が引渡される一時点で充足されるものであり、当該物件の引渡しが行われた時点

で収益を認識しております。また、賃貸仲介においては、履行義務は顧客との媒介契

約により仲介した物件の賃貸借契約が成立した一時点で充足されるものであり、当該

契約が成立した時点で収益を認識しております。

ⅱ コンサルティングサービス及び賃貸管理業務

不動産活用等のコンサルティングサービス及び賃貸管理業務においては、顧客との契

約に定められたサービスを提供する義務を負っております。

コンサルティングサービスにおいては、履行義務は顧客との契約に定められたサービ

スの提供が完了した一時点で充足されるものであり、当該サービスの提供が完了した

時点で収益を認識しております。また、賃貸管理業務においては、顧客との契約期間

における履行義務の充足に従い、主に一定期間にわたり収益を認識しております。

また、不動産販売(底地・居抜き・所有権)においては履行義務の充足時点、その他事業
においては履行義務の充足時点から概ね１ケ月で支払いを受けており、対価の金額に重
要な金融要素は含まれておりません。
なお、不動産賃貸に係る履行義務については「リース取引に関する会計基準」（企業会計
基準第13号 2007年3月30日）に基づき収益を認識しております。

(6) 消費税等の会計処理

控除対象外消費税等は、当連結会計年度の費用として処理しております。

３．金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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【会計方針の変更に関する注記】

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。

以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正

会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）

第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、これによる連結計算

書類への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合

の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連

結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年

度については遡及適用後の連結計算書類となっております。なお、これによる前連結会計年度の

連結計算書類への影響はありません。

【会計上の見積りに関する注記】

（販売用不動産の評価）

１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

販売用不動産 32,346,817千円

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積もりの内容に関する情報

(1)算定方法

販売用不動産の評価は、個別法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

を採用しており、販売見込額から販売費等を控除した正味売却価額が取得原価を下回る場合

には、棚卸資産評価損を計上しております。

（2）主要な仮定

正味売却価額の算定に用いた主要な仮定は販売見込額であり、当社の定める評価基準に基

づき、近隣の取引事例や市場動向、路線価図・評価倍率表等を参考に算出しております。

（3）翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響

販売見込額は、不動産市況の変動等の不確実性を有しており、将来の不確実な条件の変動

の結果によって影響を受ける可能性があり、前提とした条件が変化した場合、翌連結会計年

度以降の連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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【連結貸借対照表に関する注記】

１．資産に係る減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 320,400千円

２．担保資産及び担保付債務

担保資産

販売用不動産 22,550,881千円

賃貸不動産 1,035,398千円

計 23,586,279千円

担保付債務

短期借入金 12,051,320千円

１年内返済予定の長期借入金 5,867,000千円

長期借入金 3,352,800千円

計 21,271,120千円
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【連結株主資本等変動計算書に関する注記】

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式(株) 8,584,900 － － 8,584,900

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式(株) 309,834 195,842 35,400 470,276

（変動事由の概要）

単元未満株式の買取りによる増加 42株

譲渡制限付株式の無償取得による増加 900株

2025年２月14日開催の取締役会決議による自己株式の取得 194,900株

2025年４月15日開催の取締役会決議による自己株式の処分 17,600株

2025年５月15日開催の取締役会決議による自己株式の処分 17,800株

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項
(1) 配当金の支払額

決 議
株式の
種 類

配当金の
総 額
(千円)

１株当たり
配 当 額

(円)
基準日

効 力
発生日

2025 年 ３ 月 27 日
定 時 株 主 総 会

普通株式 206,876 25.00 2024 年 12 月 31 日 2025 年 ３ 月 28 日

2025 年 ８ 月 ８ 日
取 締 役 会

普通株式 137,659 17.00 2025 年 ６ 月 30 日 2025 年 ９ 月 ５ 日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度に
なるもの
次のとおり、決議を予定しております。

決 議
株式の
種 類

配当の
原 資

配当金の
総 額
(千円)

１株当たり
配 当 額

(円)
基準日

効 力
発生日

2026 年 ３ 月 26 日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 235,324 29.00 2025 年 12 月 31 日 2026 年 ３ 月 27 日
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【金融商品に関する注記】

１．金融商品に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については主に安全かつ流動性の高い預貯金等で運用し、ま

た、資金調達については主に金融機関からの借入や社債の発行による方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されておりますが、相手先ご

との残高管理を行うとともに、回収遅延債権について適宜必要な調査を行っております。投

資有価証券は主に投資信託であり、市場リスク（価格、為替等の変動リスク）に晒されてお

りますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。借入金は、主に販売用不動産

取得に必要な資金の調達を目的としたものであります。また、借入金の金利変動リスクにつ

いては、随時、市場金利の動向を監視する等により対応しており、資金調達に係る流動性リ

スク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）については、財務部が適時に資金繰り

表を作成・更新するとともに、適切な手元流動性を確保すること等により流動性リスクを管

理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算

定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるた

め、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2026年02月24日 14時05分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 38 ―

２．金融商品の時価等に関する事項

2025年12月31日（当連結会計年度末）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差

額については、次のとおりであります。

なお、「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」については、短期間で決済さ

れるため市場価格が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

投資有価証券（注１,２） 106,921 106,921 －

資産計 106,921 106,921 －

長期借入金（１年内返済予定額を含む） 10,113,496 10,101,538 △11,957

負債計 10,113,496 10,101,538 △11,957

(注）１．市場価格のない株式等は時価開示の対象としておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであり

ます。

（単位：千円）

区 分 連結貸借対照表計上額

非上場株式等 30

(注）２．投資信託について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなしており、

当該投資信託が含まれております。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定にかかるインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において

形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価

格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプッ

ト以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ
ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル
に時価を分類しております。
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(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。
なお、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価と

みなす投資信託については開示対象としておりません。当該投資信託の連結貸借対照表計上
額は106,921千円であります。

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分

時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 10,101,538 － 10,101,538

(注) 時価算定に用いた評価技法及び時価の算定にかかるインプット説明
元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定してお

り、レベル２の時価に分類しております。

【賃貸等不動産に関する注記】

当社グループでは、東京都その他の地域において、賃貸オフィスや賃貸住宅等を所有してお
ります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は65,054千円（賃貸収益
は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次の
とおりであります。

連結貸借対照表計上額（千円）
当連結会計年度末の時価

（千円）
当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

1,106,023 278,322 1,384,345 1,597,349

(注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．当連結会計年度の主な増減額は次のとおりであります。

増加額 取得 296,149千円
減少額 減価償却費 25,945千円

３．当連結会計年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額（指標等を用いて調整を行ったもの
を含む）に時点修正を加えた金額であります。
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【収益認識に関する注記】

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

不動産販売事業

底地 11,642,660

居抜き 8,700,651

所有権 2,402,709

その他の不動産販売事業 (注)１ 47,831

顧客との契約から生じる収益 22,793,853

その他の収益 (注)２ 555,030

外部顧客への売上高 23,348,884

(注)１．「その他の不動産販売事業」は、仲介手数料による収入、業務受託手数料収入等であります。
(注)２．「その他の収益」は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等であります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類作成のための基本となる重要な

事項 ２．会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで

あります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じた契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度期末残高

契約負債 321,082 398,755

契約負債は、主に不動産販売事業の不動産販売契約に基づいて顧客から受領した手付金等

であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額
は、319,182千円であります。

なお、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用
し、残存履行義務に関する情報を省略しております。
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【１株当たり情報に関する注記】
１株当たり純資産額 1,670円00銭
１株当たり当期純利益 158円93銭

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
(2025年12月31日現在)

(単位：千円)
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 37,795,175 流 動 負 債 22,814,596

現 金 及 び 預 金 4,681,599 買 掛 金 255,708

売 掛 金 41,519 短 期 借 入 金 15,031,210

販 売 用 不 動 産 32,346,817 １年内返済予定の長期借入金 6,110,696

貯 蔵 品 5,643 未 払 金 198,204

前 渡 金 458,497 未 払 費 用 311,918

前 払 費 用 184,565 未 払 法 人 税 等 372,160
そ の 他 79,880 契 約 負 債 398,755
貸 倒 引 当 金 △3,348 預 り 金 63,049

固 定 資 産 2,885,671 前 受 収 益 27,051
有形固定資産 1,733,615 損 害 補 償 損 失 引 当 金 42,666

建 物 212,886 そ の 他 3,176

構 築 物 34,725 固 定 負 債 4,296,217

機 械 及 び 装 置 1,065 長 期 借 入 金 3,987,334

車 両 運 搬 具 32,284 資 産 除 去 債 務 6,817

工 具、 器 具 及 び 備 品 67,506 受 入 保 証 金 302,066

土 地 801 負 債 合 計 27,110,814

賃 貸 不 動 産 1,384,345 純 資 産 の 部

無形固定資産 59,636 株 主 資 本 13,567,311

ソ フ ト ウ エ ア 58,110 資 本 金 860,878

そ の 他 1,526 資 本 剰 余 金 841,065

投資その他の資産 1,092,419 資 本 準 備 金 821,878

投 資 有 価 証 券 106,951 そ の 他 資 本 剰 余 金 19,187

関 係 会 社 株 式 3,000 利 益 剰 余 金 12,279,239

出 資 金 3,470 利 益 準 備 金 2,200

関 係 会 社 出 資 金 60,000 そ の 他 利 益 剰 余 金 12,277,039

破 産 更 生 債 権 等 1,121 別 途 積 立 金 100,000

長 期 前 払 費 用 9,820 繰 越 利 益 剰 余 金 12,177,039

長 期 預 金 11,000 自 己 株 式 △413,871

繰 延 税 金 資 産 168,472 評価・換算差額等 2,720

そ の 他 729,705 その他有価証券評価差額金 2,720

貸 倒 引 当 金 △1,121

純 資 産 合 計 13,570,032

資 産 合 計 40,680,846 負債純資産合計 40,680,846
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損 益 計 算 書
(2025年１月１日から2025年12月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 23,340,720

売 上 原 価 16,348,604

売 上 総 利 益 6,992,116

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,740,342

営 業 利 益 2,251,774

営 業 外 収 益

受 取 利 息 7,425

受 取 配 当 金 81

業 務 受 託 料 24,673

助 成 金 収 入 696

受 取 補 償 金 2,199

そ の 他 8,517 43,592

営 業 外 費 用

支 払 利 息 358,747

支 払 手 数 料 58,179

そ の 他 19,419 436,346

経 常 利 益 1,859,020

特 別 利 益

補 助 金 収 入 131,113 131,113

特 別 損 失

固 定 資 産 圧 縮 損 131,113 131,113

税 引 前 当 期 純 利 益 1,859,020

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 609,703

法 人 税 等 調 整 額 △52,400 557,302

当 期 純 利 益 1,301,717
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株主資本等変動計算書
(2025年１月１日から2025年12月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 860,878 821,878 12,541 834,419 2,200 100,000 11,219,858 11,322,058

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △344,536 △344,536

当 期 純 利 益 1,301,717 1,301,717

自己株式の取得

自己株式の処分 6,646 6,646

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － 6,646 6,646 － － 957,181 957,181

当 期 末 残 高 860,878 821,878 19,187 841,065 2,200 100,000 12,177,039 12,279,239

株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産合計

自 己 株 式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当 期 首 残 高 △244,882 12,772,473 △2,081 △2,081 12,770,391

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △344,536 △344,536

当 期 純 利 益 1,301,717 1,301,717

自己株式の取得 △200,000 △200,000 △200,000

自己株式の処分 31,011 37,657 37,657

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

4,801 4,801 4,801

当期変動額合計 △168,989 794,838 4,801 4,801 799,640

当 期 末 残 高 △413,871 13,567,311 2,720 2,720 13,570,032

2026年02月24日 14時05分 $FOLDER; 45ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 45 ―

個 別 注 記 表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関係会社出資金

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法を採用しております。なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産

個別法に基づく原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によってお

ります。

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備

を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額

法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ８～22年

構築物 ５～35年

機械及び装置 ８年

車両運搬具 ４年

工具、器具及び備品 ２～20年

賃貸不動産 ４～47年

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

を採用しております。

2026年02月24日 14時05分 $FOLDER; 46ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 46 ―

４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(2) 損害補償損失引当金

将来の損害補償損失に備えるため、損失の発生が予測され、かつ、その金額を合理的に見

積もることができるものについて、当該損失見込額を計上しております。

５．退職給付に係る会計処理の方法

当社は、確定拠出年金制度を導入しております。

６．重要な収益及び費用の計上基準

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内

容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであ

ります。

(1) 不動産販売(底地・居抜き・所有権)

不動産販売においては、主に一つの不動産に複数の権利者がいる物件を所有者から買取

り、権利関係を調整することにより不動産の価値を高めたうえでの販売を行っており、顧

客との売買契約に基づき物件の引渡しを行う義務を負っております。

当該履行義務は、物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該物件の引渡し
を行った時点で収益を認識しております。
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(2) その他事業

① 売買仲介及び賃貸仲介

売買仲介及び賃貸仲介においては、顧客との契約に基づき不動産の売買及び賃貸を媒介

する義務を負っております。

売買仲介においては、履行義務は顧客との媒介契約により成立した売買契約に関する物

件が引渡される一時点で充足されるものであり、当該物件の引渡しが行われた時点で収

益を認識しております。また、賃貸仲介においては、履行義務は顧客との媒介契約によ

り仲介した物件の賃貸借契約が成立した一時点で充足されるものであり、当該契約が成

立した時点で収益を認識しております。

② コンサルティングサービス及び賃貸管理業務

不動産活用等のコンサルティングサービス及び賃貸管理業務においては、顧客との契約

に定められたサービスを提供する義務を負っております。

コンサルティングサービスにおいては、履行義務は顧客との契約に定められたサービス

の提供が完了した一時点で充足されるものであり、当該サービスの提供が完了した時点

で収益を認識しております。また、賃貸管理業務においては、顧客との契約期間におけ

る履行義務の充足に従い、主に一定期間にわたり収益を認識しております。

また、不動産販売(底地・居抜き・所有権)においては履行義務の充足時点、その他事業に

おいては履行義務の充足時点から概ね１ケ月で支払いを受けており、対価の金額に重要な

金融要素は含まれておりません。

なお、不動産賃貸に係る履行義務については「リース取引に関する会計基準」（企業会計

基準第13号 2007年3月30日）に基づき収益を認識しております。

７．消費税等の会計処理

控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。

８．金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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【会計方針の変更に関する注記】

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以

下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正

会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）

第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、これによる計算書類

への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合

の計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当事業年

度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前事業年度については

遡及適用後の計算書類となっております。なお、これによる前事業年度の計算書類への影響はあ

りません。

【会計上の見積りに関する注記】

（販売用不動産の評価）

１．当事業年度の計算書類に計上した金額

販売用不動産 32,346,817千円

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

「連結注記表【会計上の見積りに関する注記】」に記載した内容と同一のため、記載を省略

しております。
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【貸借対照表に関する注記】

１．資産に係る減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 318,915千円

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 2,636千円

３．担保資産及び担保付債務

担保資産

販売用不動産 22,550,881千円

賃貸不動産 1,035,398千円

計 23,586,279千円

担保付債務

短期借入金 12,051,320千円

１年内返済予定の長期借入金 5,867,000千円

長期借入金 3,352,800千円

計 21,271,120千円

【損益計算書に関する注記】

関係会社との取引高

営業取引以外による取引高

営業外収益 2,228千円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末

普通株式(株) 309,834 195,842 35,400 470,276

（変動事由の概要）
単元未満株式の買取りによる増加 42株
譲渡制限付株式の無償取得による増加 900株
2025年２月14日開催の取締役会決議による自己株式の取得 194,900株

2025年４月15日開催の取締役会決議による自己株式の処分 17,600株

2025年５月15日開催の取締役会決議による自己株式の処分 17,800株
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【税効果会計に関する注記】

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金繰入超過額 1,402千円

棚卸資産評価損 111,919千円

未払費用 92,403千円

株式報酬費用 27,982千円

投資有価証券評価損 16,326千円

未払事業税 22,784千円

未払不動産取得税 6,434千円

損害補償損失引当金 13,447千円

その他 35,933千円

繰延税金資産小計 328,635千円

評価性引当額 △158,962千円

繰延税金資産合計 169,673千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,200千円

繰延税金負債合計 △1,200千円

繰延税金資産純額 168,472千円

【リースにより使用する固定資産に関する注記】

事務用機器の一部等を所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
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【関連当事者との取引に関する注記】

重要性が乏しいため記載を省略しております。

【収益認識に関する注記】

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表 【収益認識

に関する注記】」に記載した内容と同一のため、記載を省略しております。

【１株当たり情報に関する注記】

１株当たり純資産額 1,672円29銭

１株当たり当期純利益 159円77銭

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年２月25日

株式会社サンセイランディック
取締役会 御中

和泉監査法人

東京都新宿区

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 田 中 量

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 諏 訪 祐 一 郎

業務執行社員 公認会計士 植 田 幹 郎

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社サンセイランディックの2025年1月1日か

ら2025年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社サンセイランディック及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年２月25日

株式会社サンセイランディック
取締役会 御中

和泉監査法人

東京都新宿区

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 田 中 量

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 諏 訪 祐 一 郎

業務執行社員 公認会計士 植 田 幹 郎

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社サンセイランディックの2025年1月

1日から2025年12月31日までの第50期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第50期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作

成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役

等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その

他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしまし

た。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子

会社については、子会社の取締役と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及び

その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定

める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取

締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたし

ました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ

れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」等に従って整

備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変

動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計

算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告

の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人和泉監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果

会計監査人和泉監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年２月25日

株式会社サンセイランディック 監査役会
常 勤 監 査 役 永 田 武 司 ㊞

監 査 役（社 外 監 査 役） 榎 園 利 浩 ㊞

監 査 役（社 外 監 査 役） 山 岸 崇 裕 ㊞

以 上
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株主総会会場ご案内図

会 場 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 三菱ビル10階

コンファレンススクエア エムプラス 「グランド」

●ＪＲ

「東京駅」（丸の内南口）･･･････････････････徒歩約３分

京葉線「東京駅」10番出口より直結

●地下鉄

東京メトロ千代田線「二重橋前駅」４番出口･･･徒歩約２分

東京メトロ丸ノ内線「東京駅」Ｍ３出口･･･････徒歩約３分

都営地下鉄三田線「大手町駅」Ｄ１出口･･･････徒歩約４分

東京メトロ東西線「大手町駅」Ｂ１出口･･･････徒歩約６分

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◎駐車場はご用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上

げます。
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